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１
月
か
ら
始
ま
っ
た
申

告
相
談
は
、
利
用
者
延
べ

人
数
２
９
２
８
名(

準
会

員
含
む)

、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で

の
申
告
件
数
《
所
得
税
》

２
３
３
０
名
《
消
費
税
》

２
０
２
名
、
合
計
２
５
３

２
名
、
会
員
皆
様
の
ご
協

力
い
た
だ
き
有
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
国
税
電
子
申

告
納
税
シ
ス
テ
ム
が
幅
広

く
広
報
さ
れ
た
こ
と
と
、

令
和
２
年
分
か
ら
青
色
申

告
特
別
控
除
額
変
更
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
等
で
、
ｅ-

Ｔ

ａ
ｘ
を
利
用
す
る
会
員
の

姿
が
よ
り
多
く
み
ら
れ
ま

し
た
。

期
間
中
、
ご
支
援
ご
協

力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
税

務
署
の
方
々
、
税
理
士
先

生
方
に
は
、
お
忙
し
い
中

ご
指
導
賜
り
、
心
か
ら
感

謝
と
御
礼
を
申
し
上
げ
ま

す
。さ

ら
に
、
広
報
委
員
会

に
よ
る
巡
回
広
報
活
動
な

ど
、
大
変
お
疲
れ
さ
ま
で

し
た
。

こ
の
申
告
期
間
中
、
24

名
の
方
が
入
会
さ
れ
ま
し

た
。
新
規
会
員
の
皆
様
方

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
会

を
十
分
に
ご
利
用
・
ご
活

用
し
て
い
た
だ
き
、
青
色

申
告
を
申
請
さ
れ
た
方
は
、

記
帳
の
準
備
を
さ
れ
ま
す

様
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

近
年
、
税
制
改
正
・
パ

ソ
コ
ン
会
計
・
電
子
申
告
・

電
子
保
存
帳
簿
法
・
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
と
急
速
な
変

化
と
発
展
の
中
で
サ
ー
ビ

ス
向
上
を
目
指
し
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
会
員
皆
様

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
致
し
ま
す
。

５月２４日(水)の総会に向け、例年通り、総会資料と出欠確認書(兼委任状)はがきを同封しております。総会の

実現に向け、氏名・会員番号をご記入の上、必ずはがきをご返送下さい。欠席する場合も氏名・会員番号を記入し、

事務処理の都合上、なるべく５月１９日までにご返送下さいますようお願い致します。（その後、総会までに到着

したはがきも有効なものとして扱います）総会会場等では引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、役職

員等関係者はマスク着用させていただきますが、総会並びに意見交換会に参加の方は、厚生労働省が「マスクの着

用は個人の判断が基本となる」旨を公表していますので、ご自身でご判断していただきご参加下さいますようお願

い致します。総会当日は、一部読み上げを省略する箇所もございますので、総会出席の方は、事前に総会資料をお

読みいただき、ご質問等ございましたら、文書にて５月１９日までにお願い致します。当日は同封の総会資料をご

持参下さい。

◆開催日◆ 令和５年５月２４日（水）

◆時 間◆ 〔受付〕午後２時４０分〔開会〕午後３時１０分～

◆会 場◆ 市川グランドホテル(市川市市川1-3-18 ＪＲ総武線「市川駅」北口より徒歩3分）

◆議 事◆ 第１号議案 令和４年度 事業報告承認の件

第２号議案 令和４年度 会計報告及び監査報告承認の件

第３号議案 任期満了に伴う役員の選任の件(案)

◆意見交換会会費◆ １,０００円（意見交換会に出席される場合、会費がかかります）

※ 第１１回通常総会及び議案書にご質問等がある場合、文書にてなるべく５月１９日までにお願い致します。

第１１回通常総会の開催に向けて、
出欠確認書(はがき)の返信にご協力をお願い致します
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新
規
入
会
さ
れ
た
会
員
の
皆
様
、
確
定
申
告
お
疲

れ
様
で
し
た
。
ご
入
会
、
心
か
ら
歓
迎
し
ま
す
。

申
告
が
初
め
て
の
方
や
、
こ
れ
ま
で
白
色
申
告
を
さ

れ
て
い
た
方
は
、
青
色
申
告
に
つ
い
て
あ
ま
り
理
解

で
き
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？

青
色
申
告
制
度
は
、
申
告
納
税
制
度
の
根
幹
を
成

す
も
の
と
し
て
、
昭
和
25
年
に
導
入
さ
れ
、
多
く
の

方
が
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
青
色
申
告
は
、
日
々
の

取
引
を
所
定
の
帳
簿
に
記
帳
し
、
そ
の
記
帳
に
基
づ

い
て
正
し
い
申
告
を
す
る
こ
と
で
、
税
金
の
面
で
い

ろ
い
ろ
有
利
な
特
典
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
関
係
書
類
を
一
定
期
間
（
法
定
帳
簿
は
７
年
間
・

帳
簿
代
用
書
類
は
５
年
間
）
保
存
す
る
こ
と
を
要
件

と
し
ま
す
。
節
税
効
果
の
あ
る
青
色
申
告
を
始
め
て

み
ま
せ
ん
か
？

帳
簿
の
記
帳
に
は
、
複
式
簿
記
と
簡
易
簿
記
が
あ

り
、
当
会
で
は
随
時
個
別
相
談
を
行
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
複
式
簿
記
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
下
さ
い
。

（
不
動
産
所
得
の
方
は
事
業
的
規
模
）

パ
ソ
コ
ン
会
計
ソ
フ
ト
の
利
用
を
検
討
さ
れ
て
い

る
方
は
、
青
色
申
告
会
の
会
計
ソ
フ
ト
『
ブ
ル
ー
リ

タ
ー
ン
Ａ
』
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。
令
和
５
年
分

の
み
記
帳
で
き
る
会
計
ソ
フ
ト
『
ブ
ル
ー
リ
タ
ー
ン

Ａ
単
年
版
』
を
無
料
で
一
度
だ
け
差
し
上
げ
ま
す
。

興
味
の
あ
る
方
は
、
７
～
８
月
ご
ろ
に
配
布
予
定
で

お
り
ま
す
の
で
、
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

（
無
く
な
り
次
第
、
配
布
終
了
と
な
り
ま
す
。
）
他

の
会
計
ソ
フ
ト
（
や
よ
い
オ
ン
ラ
イ
ン
や
Ｍ
Ｆ
ク
ラ

ウ
ド
等
）
を
使
用
の
場
合
、
会
費
と
は
別
途
手
数
料

が
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

当
会
で
開
催
さ
れ
る
記
帳
相
談
会
・
決
算
相
談
会
、

青
色
共
済
・
小
規
模
企
業
共
済
加
入
受
付
・
倒
産
防

止
共
済
（
経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
共
済
）
加
入
受
付
・
研

修
旅
行
等
、
様
々
な
活
動
を
会
報
で
ご
案
内
し
て
い

ま
す
。
令
和
５
年
分
の
申
告
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た

め
に
も
、
日
頃
か
ら
青
色
申
告
会
を
ご
利
用
下
さ
い
。

毎
年
９
月
～
11
月
に
は
、
記
帳
確
認
月
間
（
仮
決
算
）

と
し
て
確
認
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
職
員
一
同
心
よ

り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

青色申告の特典は種々ありますが、その中で皆様が多く利用されているのは次の様なものです。

【青色申告特別控除】

①55万円の青色申告特別控除

この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

(1)不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適

用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

(注)1 現金主義によることを選択している人は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできま

せん。

2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が

限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますの

で、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算し

ます。

3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。

②65万円の青色申告特別控除

この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

(1)上記①の要件に該当していること。

(2)次のいずれかに該当していること。

 その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記〈参考〉参照)を行っ

ていること(※)。

 その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限

までにe-Tax（国税電子申告・納税システム）を使用して行うこと。

〈参考〉

納税者の事務負担やコストの軽減などを図るため、各税法で保存が義務付けされている帳簿書類

については、一定の要件の下で、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハード

ディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度があります。なお、令和4年1月1日か

ら、帳簿書類を電子データのままで保存する場合に必要な税務署長の事前承認が不要となります。

詳しくは、電子帳簿保存法関係をご覧下さい。

（※）令和4年分以後の青色申告特別控除額(65万円)の適用を受けるためには、その年分の事業におけ

る仕訳帳および総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよ

び保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。なお、既に電子帳簿保存

の要件を満たして青色申告特別控除(65万円)の適用を受けていた方が、令和4年分以後も引き続き

当該要件を満たしている場合には、一定の事項を記載した届出書を提出する必要はありません。

③10万円の青色申告特別控除

この控除は、上記①及び②の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

(注)1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合に

は、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計

額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして

合計額を計算します。

2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。

(措法25の2、措通25の2-1)

【専従者給与】

青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告

者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲

内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。なお、青

色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

(注)この特典を受ける為には、「青色専従者給与に関する届出書」を管轄税務署に提出する必要が

あります。なお、事業的規模でない不動産貸付業を営む方は、青色専従者給与の適用を受けることは

できません。

【純損失の繰越しと繰戻し】

青色申告をされている方については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後３年間にわたって、

順次各年分の所得金額から差し引くことができます（純損失の繰越し）。

また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得

金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます（純損失の繰戻し）。

(注)純損失の繰戻しは、損失が生じた年分の確定申告書及び純損失の金額の繰戻しによる所得税の

還付請求書を確定申告期限までに提出する必要があります。
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自動 車税 ( 種 別 割 ) は 納 期限ま で に納め まし ょう
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